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５ 議 題

【付議案件】

議案第15号 教育委員会職員の懲戒処分に関する件

６ 議 事 午後３時３０分開会

【前回会議録の承認】

前回会議録について、異議がないため承認された。

【会議録署名委員の指名】

委員長が今回会議録の署名委員として委員２名を指名した。

【非公開の議決】

委員長 議案第15号「教育委員会職員の懲戒処分に関する件」は、

「秋田市教育委員会会議規則」第９条第１号に規定する人

事に関する事項に該当することから、「地方教育行政の組

織及び運営に関する法律」第13条第６項ただし書の規定に

より、秘密会として取り扱うこととし、日程の最後に審議

したいと思うがどうか。

※ 以上の発議があり、全員賛成により議決した。

【教育長等の報告】

(1) 平成24年４月補正予算について

総務課長 今月６日の定例会で強風被害の概要について報告したが、

その後の調査により、資料５ページから７ページの被害状

況が確認されている。軽微なものについては既定の予算で

復旧作業を進めているが、今回の補正予算は、施設修繕に

ついて予算措置し対応しようとするものである。

（以降、資料により説明）
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※ 平成24年４月補正予算についての報告は、以上のとおり終了した。

【その他、事務局からの報告等】

(1) 前回定例会の教育ビジョンにかかる発言の訂正について

総務課長 前回定例会で、委員から「秋田市教育ビジョンは、市民

に対してのものか、役所の内部資料か」との質問があった。

それに対し、「秋田市教育行政の基本方針であり、携わる

者の指針という位置づけである」と回答したが、これにつ

いて補足説明をする。

教育行政に携わる者の指針ということはそのとおりだが、

本市教育委員会のホームページにも掲載し、広く市民の皆

さんにも見てもらえるようにしているので、その意味では

市民に対してという側面もあるかと思う。以上のとおり、

前回の発言を追加、訂正する。

※ 前回定例会の教育ビジョンにかかる発言の訂正については、以上のと

おり終了した。

(2) 配付資料の補足説明について

総務課長 本日配付した資料「秋田市食育推進計画」について補足

説明する。これは、本市企画調整課が国や県の計画を参考

にしながら、本市の第１２次総合計画である「県都『あき

た』成長プラン」のもと、関連する他の計画との整合性や

連携を図りながら、食育についての基本的な考え方、望ま

しい行動等を、昨年度末にとりまとめたものである。教育

委員会にも関係が深いので、参考資料として配付した。

委員長 これはホームページからも閲覧可能か。
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総務課長 閲覧可能である。

※ 配付資料の補足説明については、以上のとおり終了した。

【その他、今後の日程についての報告】

総務課長補佐 ５月定例会の日時は、５月24日(木)午後３時30分からを

予定している。

※ 議案第15号の審議に入る前に、議案第15号の関係職員以外は退席した。

【付議案件】

議案第15号 教育委員会職員の懲戒処分に関する件

（議案第15号の審議は、秘密会のため、秋田市教育委員会会議規則第23条

の規定に基づき、会議録に記載しない。）

※ 議案第15号については、全員賛成により議決した。

午後５時閉会

以 上


